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入 札 説 明 書  
 

１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札に参加するものは、次に掲げる条件及び入札公告に掲げる条件をすべて満たして

いる者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167条の

4第 1項各号のいずれかに該当しない者であること。 

（２）福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱（平成 19年 3 月 30 日付け 18 財第 6342

号総務部長依命通達）に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをした者

若しくは申立てをなされた者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による

再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定

の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加

資格の再審査等に関する要領」(平成 14 年 6月 17 日付け 14監第 813号土木部長通知)

により資格の再認定を受けた者であること。 

（４）業務の内容が測量業務である場合は、測量法(昭和 24 年法律第 188 号）の規定によ

る測量業者の登録を受けている者であり、測量法の規定に基づく営業の停止期間中の

者でないこと。 

（５）業務の内容が不動産鑑定業務である場合は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和

38年法律第 152 号）の規定による不動産鑑定業者の登録を受けている者であり、不動

産の鑑定評価に関する法律の規定に基づく業務の停止期間中の者でないこと。 

（６）業務の内容が建築設計業務である場合は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号）の規

定による建築士事務所の登録を受けている者であり、建築士法の規定に基づく建築士

事務所の閉鎖期間中の者でないこと。 

（７）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

 

２ 入札参加手続等 

（１）設計図書等に対する質問について 

設計図書等に対する質問は、競争入札設計図書等に関する質問書（様式第 2 号）に

より直接持参又は入札公告に示す方法で提出すること。 

なお、回答については、入札公告に記載されている回答予定日にホームページにお

いて行うものとする。 

（２）現場説明会は行わない。 

（３）入札参加申請（電子入札対象業務の場合） 

電子入札対象業務の場合、入札に参加を希望する者は、入札公告に示す入札参加受

付期限日までに電子入札システムより入札参加申請を行うとともに、総合評価方式適

用業務の場合は下記（４）の総合評価方式に関する技術資料を３（１）イ（ア）に定

めるところにより提出すること。 
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（４）技術提案の提出（総合評価方式適用業務の場合） 

総合評価方式適用業務の場合、入札に参加を希望する者は、次の総合評価方式に関

する技術資料（以下「技術提案書」という。）を提出すること。 

ア 技術提案書（様式第 1号）・・・・簡易型、標準型 

イ 企業の技術力（実績・経験等）（様式第 6 号）・・・・簡易型、標準型 

ウ 配置予定技術者の技術力（実績・経験等）（様式第 7 号）・・・簡易型、標準型 

エ 企業の地域社会に対する貢献度（様式第 8 号）・・・・簡易型、標準型 

オ 技術審査書（様式第 9号その 1～その 2）（「別記１業務概要書」を踏まえて記載） 

・・・・標準型 

カ 技術審査書（様式第 9号その 3）（「別記１業務概要書」を踏まえて記載） 

・・・・簡易型のうち提案型 

なお、技術資料の作成に当たっては、測量等委託業務総合評価方式様式関係記載留

意事項を熟読すること。 

（５）その他 

ア 提出書類の差替え又は再提出は認めない。 

イ 提出書類の作成、提出に要する費用は、申請者の負担とする。 

ウ 提出書類は、返却及び公表を行わず、他の用途には使用しない。 

 

３ 入札等 

（１）入札書等の提出について 

入札に参加する者は、入札書及び総合評価方式適用業務の場合は技術提案書等（以

下「入札書等」という。）を以下の方法により提出しなければならない。 

ア 郵便入札の場合（電子入札対象業務でない場合） 

（ア）入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指

定郵便で行うこと。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回

は認めない。 

（イ）入札書等の提出は、外封筒と中封筒の二重封筒とする。 

（ウ）中封筒には、入札書を入れ、封かんの上、封筒の表に会社名、委託業務名、

委託業務番号、委託業務箇所名及び開札日を記載すること。 

（エ）外封筒には、入札書を同封した中封筒と総合評価方式適用業務の場合は技術

提案書（上記２（４）に示す書類）を入れ、外封筒の表に、会社名、委託業務

名、委託業務番号、委託業務箇所名、開札日、担当者及び担当者連絡先、入札

書等在中の旨を記載すること。 

（オ）公告に示す郵便局差出期限日は、内国郵便約款上、実際に郵便局に差し出す

ことが可能な日と異なる場合があるため、事前に、県が指定した配達日指定期

日に配達日を指定できるか、差出しをしようとする郵便局に必ず確認すること。 

イ 電子入札対象業務の場合 

（ア）総合評価方式適用業務の場合、技術提案書（上記２（４）に示す書類）の提

出は、入札参加申請時に福島県電子入札運用基準（工事等）（以下「運用基準」

という。）第 11の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。 
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ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す期日までに持

参、郵便又は電子メールによる方法で提出するものとする。 

また、一度提出された技術提案書の書換え、引換え又は撤回は認めない。 

（イ）入札書の提出は、入札書の提出時に運用基準第 13 の規定に基づき、電子入札

システムにより行うこと。 

ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す開札日時まで

に開札場所に持参する方法で提出するものとする。 

また、一度提出された入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。 

（ウ）技術提案書又は入札書の提出の確認について 

技術提案書又は入札書の提出は、それぞれの受付締切日時までに完了するよ

う余裕をもって行うとともに、正常に提出されたかどうかについて、技術提案

書にあっては「競争参加資格確認通知書」を、入札書にあっては「入札書受付

票」が送信されているか電子入札システムにより確認すること。 

（エ）電子入札システムにより技術提案書又は入札書を提出することができない場

合 

紙入札により電子入札対象案件に参加しようとする者（運用基準第 9 の規定

に該当する者に限る。）は、入札執行権者に紙入札方式参加承諾願（運用基準

別記第１号様式）を公告に示す提出期日までに提出するものとする。 

なお、技術提案書（入札参加申請における添付ファイル）の提出についても、

上記と同様の手続きを行うこと。 

また、手続きの詳細については、運用基準を確認すること。 

※ 電子入札対象業務で総合評価方式適用業務の場合の具体的な運用に

ついては、別紙「電子入札システムによる総合評価方式の入札につい

て（測量等委託業務）」を熟読すること。 

（２）質問回答の確認について 

入札公告が掲載されているホームページにて、「質問の有無」及び「質問・回答書

の内容」を確認してから、入札書等の提出を行うこと。 

 

４ 総合評価に関する事項（総合評価方式適用業務の場合） 

総合評価方式適用業務における総合評価の方法等については、以下のとおりとする。 

（１）落札者の決定方法 

ア 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、予定価格の制限の範囲内で

入札した者のうち、下記（２）総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価

値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

イ 上記において、評価値が同じ場合には、くじにより落札候補者の順位を決める。 

（２）総合評価の方法 

技術提案の内容を、入札公告に併せて提示する測量等委託業務総合評価点評価基準

に記載した各評価項目について、当該評価基準に基づき、評価の上、加点し、合計点

を入札参加者の加算点とする。 

入札価格及び技術提案に係る総合評価は、加算点と標準点（100 点）の合計を当該
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入札参加者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値（評価値）をも

って行う。 

（３）評価値算出価格 

評価値算出価格の設定方法は、以下のとおりとする。 

ア 予定価格算出の基礎となった積算をもとに評価基準価格を設定する。 

イ 評価基準価格以上の価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、入札価格とす

る。 

ウ 評価基準価格を下回る価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、評価基準価

格とする。 

（４）技術提案について 

技術提案の内容に基づく落札後の変更契約は行わないので、入札額の範囲内で実施

可能な提案内容とすること。 

（５）技術資料に基づく業務の実施 

実際の業務の実施に際しては、技術提案の内容に基づき、業務計画書を作成し、業

務を実施するものとする。 

受注者の責めにより技術提案に基づく履行ができなかった場合は、契約金額の減額、

損害賠償、入札参加資格制限、委託業務等成績評定の減点などの措置を行う場合があ

る。 

 

５ 低入札価格調査制度に関する事項（低入札価格調査制度適用業務の場合） 

低入札価格調査制度における調査内容等については、以下のとおりとする。 

（１）低入札価格調査について 

落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回った場合は、調査のための書類等の提

出を求め、以下に示す内容により調査を行い、当該契約の内容に適合した履行がなさ

れるかどうかを確認する。 

調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。 

なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期

日までに提出しなければならない。 

調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ

る場合は、当該落札候補者を失格とする。 

ア その価格により入札した理由 

イ 入札価格の内訳書 

ウ 配置予定技術者の手持ち業務の状況 

エ 契約対象業務に関連する手持ち業務の状況 

オ 手持ち機械・設備の状況 

カ 労務者の確保や配置の内容 

キ 過去に履行した公共工事に関係する委託業務名 

ク 経営状況及び信用状況（不渡り有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払遅延事

実の有無についての申告、納税証明書、財務諸表、直前３年の各営業年度における

受注金額の報告） 
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ケ その他必要な事項 

（２）調査基準価格を下回り落札者となった場合の契約の条件 

落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り落札者となった場合には、別に定め

る「契約の方法及び入札の条件」にかかわらず、以下の内容を契約の条件とする。 

ただし、落札候補者は、当該契約条件では履行できないと判断する場合には、落札

者決定前に辞退することができる。 

ア 当該業務における契約保証金は、測量調査業務委託契約書、土木設計業務等委託

契約書又は建築設計業務委託契約書第 4 条第 3 項の規定にかかわらず、業務委託料

の 100分の 15 以上とする。 

イ 当該業務における前払金については、測量調査業務委託契約書、土木設計業務等

委託契約書第 34 条第 1 項又は建築設計業務委託契約書第 36 条第 1 項の規定にかか

わらず、業務委託料の 100分の 15 以内の額とする。 

ウ 当該業務における配置技術者のうち、測量及び調査業務にあっては主任技術者、

土木設計及び建築設計業務にあっては管理技術者を専任の者とする。 

なお、「専任」とは当該業務の全期間にわたって他の業務に従事せず、当該業務

にのみ従事することであり、他の業務の主任技術者、管理技術者、担当技術者、照

査技術者、社内審査員のいずれも兼ねることはできないことをいう。 

 

６ 開札等に関する事項 

（１）落札候補者の公表について 

価格競争の場合（総合評価方式適用業務でない場合）、予定価格の制限の範囲内で

最低価格で入札した者（最低制限価格を下回る入札をした者を除く。）から２番目ま

での者を落札候補者とし、公表する。 

総合評価方式適用業務の場合、予定価格の制限の範囲内で評価値の高い者から２番

目までの者を落札候補者とし、公表する。 

ただし、開札時に落札候補者となった者がすべて入札参加資格を有しなかったとき

は、順次、次の順位の者が落札候補者となる。 

（２）入札金額が調査基準価格を下回った入札者（以下「低価格入札者」という。）の公

表について 

総合評価方式適用業務の場合、すべての低価格入札者名を公表する。 

（３）入札結果の公表及び方法について 

ア 入札結果の公表は、契約日から１週間以内に行う。 

イ 公表は、福島県ホームページにおいて行う。 

 

７ 入札参加資格要件等の審査に関する事項 

（１）落札候補者に対する通知 

落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに第１順位の落札候補者に電話等確実

な方法により通知する。 

（２）落札候補者の入札参加資格要件等の審査 

落札候補者は、入札参加資格確認に必要な書類の提出を求められた場合は、通知の
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あった日から起算して３日以内に条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書（様式

第 5号）に当該書類を添えて提出しなければならない。 

また、総合評価方式適用業務の場合は、上記に加え、落札候補者は、通知のあった

日から起算して３日以内に、技術提案書の内容の確認に必要な書類（測量等委託業務

総合評価方式様式関係記載留意事項に記載された書類等）を提出しなければならない。 

（３）入札参加不適格の通知 

落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合は、当該落札候補者

に理由を付して条件付一般競争入札参加資格不適格通知書（様式第 6 号）により通知

する。 

（４）入札参加不適格理由の請求 

ア 入札参加資格のない旨の通知を受けたものは、その理由について説明を求めるこ

とができる。 

イ アにより説明を求める場合には、通知を受けた日から起算して３日以内に書面に

より提出しなければならない。 

ウ イにより書面が提出されたときは、受理した日から起算して６日以内に書面によ

り回答するものとする。 

（５）落札者の決定 

落札候補者が入札参加資格を有すると確認され、当該落札候補者を落札者とすべき

と決定されたときは、速やかに電話等確実な方法により通知する。なお、電子入札対

象業務の場合は、落札者が紙による参加を承諾された者である場合を除き、電子入札

システムを使用し通知する。 

ただし、総合評価方式適用業務の場合、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると

き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれが

あって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をも

って入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

福島県財務規則第 249 条第 1項第 4号の規定に基づき入札保証金は免除する。 

ただし、福島県流域下水道事業の会計に関する規則を適用する案件の場合には、

同規則第１８６条第１項第４号の規定に基づき入札保証金は免除する。 

（２）契約保証金 

落札者は契約金額の 100 分の 5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 

ただし、総合評価方式適用業務の場合、落札金額が低入札価格調査基準価格を下回

った場合には、５（２）アに定めるところによる。 

なお、契約保証金の納付は、福島県財務規則第 228 条第２項の規定による担保の提

供をもって代えることができ、福島県財務規則第 229 条第１項第１号から第４号、第

８号又は第９号の規定のいずれかに該当する場合は免除する。ただし、福島県財務規

則第 229 条第１項第８号の規定により免除したものについて、契約変更後の業務委託
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料が 300 万円以上となるときは、この限りではなく、また、総合評価方式適用業務の

場合で落札金額が低入札価格調査基準価格を下回った場合には、福島県財務規則第

229 条第１項第４号、第８号、第９号の規定による契約保証金の納付の免除は行わな

い。 

 

９ 入札の無効 

１の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び福島県工事等競争入札心

得（以下「入札心得」という。）において示す入札に関する条件等に違反した入札は無

効とする。 

 

１０ その他 

（１）入札の方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金

額を入札書に記載すること。 

（２）契約の方法及び入札の条件、入札心得、総合評価方式適用業務においては測量等委

託業務総合評価方式様式関係記載留意事項、及び電子入札対象業務においては運用基

準を熟知すること。 

（３）書類は原則としてＡ4判とすること。 

（４）提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工事等の請負契約に係る入札参加資

格制限を行うことがある。 

（５）総合評価方式適用業務の場合、配置予定技術者の変更は原則として認めない。配置

予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする

申出書等を提出しなければならない。ただし、変更しようとする技術者が、技術提案

書に記載した技術者以上の総合評価加算点を獲得できる技術者の場合には、変更を認

める。 

（６）再度入札について 

初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象

とする再度入札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効（ただし、入

札心得第６条第１項第２号から第６号までの規定に基づく無効を除く。）の入札をし

た者は、再度入札に参加できないものとする。 

なお、再度入札における入札書の提出期日等は、再度入札の実施決定後に別途通知

する。電子入札対象業務の場合は、電子入札システムから再度入札通知書を送信する

ことにより通知する。 

また、これらの規定は、予定価格を事前に公表している場合は適用しないものとす

る。 

（７）重要事項の説明について（建築設計） 

業務内容が建築設計の場合（建築士法上の「設計」又は「工事監理」）には、落札
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者は契約権者に対して、契約締結前にあらかじめ、建築士法第 24条の 7の規定に基づ

き、書面により重要事項の説明を行うこと。 

なお、重要事項説明書の様式は、四会推奨（(社)日本建築士会連合会、(社)日本建

築士事務所協会連合会、(社)日本建築家協会、(社)建築業協会）の様式を参考にする

こと。 

（８）被災者等の雇用について 

本業務の実施に当たっては、東日本大震災による被災者等の優先的な雇用に努める

こと。 

（９）業務完了後の調査について 

低入札価格調査制度適用業務の場合、低入札価格調査基準価格を下回る入札金額で

落札、契約締結した場合は、低入札価格調査で当該落札者が説明した内容の履行状況

を確認するため、業務完了後に調査を実施する場合がある。 

調査の対象となった場合は、調査に協力しなければならない。 

なお、調査の結果、低入札価格調査で説明した内容の履行がなされていないことが

確認された場合、県はその者に対して指導を行う。 

これに対して適切な対応がなされない場合には、入札参加資格制限、業務成績の減

点などの措置を行う場合がある。 

（10）積算内容に対する疑義申立てについて 

   この入札に参加した者で、積算内容等に疑義がある場合は「工事等の積算内容等に

対する疑義申立てに関する試行要領」（令和 3 年 8月 2日付け 3 財第 1187 号総務部長

通知）により、契約の締結前に疑義の申立てができる。 
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電子入札システムによる総合評価方式の入札について 

（測量等委託業務） 

 

電子入札システムによる総合評価方式の入札については、以下のとおりの取扱いとする。 

なお、電子入札システムで入札に参加する場合は、利用者登録されたＩＣカードが必要

となるので注意すること。ＩＣカードの準備等の手続き及び電子入札システムの操作につ

いては、県の電子入札のホームページを参照すること。 

(ｱﾄﾞﾚｽ) http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html 

 

１ 総合評価方式の案件について 

総合評価方式の入札案件は、画面上の入札方式が「一般競争入札」と表示されるが、

案件名称に「○○○（総合評価）」と表示されるので、それにより総合評価方式で

の入札案件であることを確認すること。 

 

２ 技術提案書の提出方法について 

技術提案書の提出は、入札参加者が「競争参加資格確認申請書提出」の際に、添付フ

ァイルとして以下のファイルをシステムにより送信することにより行うので、その際に

添付ファイルの送信漏れがないように注意すること。 

※ 技術提案書は入札書とは別に送信することになるので、注意すること。 

【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】 

・「（様式第１号）技術提案書」 

・「（様式第6号）企業の技術力（実績・経験等）」 

・「（様式第7号）配置予定技術者の技術力（実績・経験等）」 

・「（様式第8号）企業の地域社会に対する貢献度」 

・「（様式第9号その1～その2）技術審査書」※標準型のみ 

・「（様式第9号その3）技術審査書」※簡易型のうち提案型のみ 

※ 圧縮等により一つのファイルにまとめて添付してもよい。 

 

３ 入札書等の提出方法について 

測量等委託業務の場合は、入札書の提出の際に見積内訳書（見積内訳総括表を含む。

以下同じ。）を提出する必要はない。 

なお、申請書等の提出を行ったのち、発注者側から以下の電子メールが送信されるの

で、受信を確認すること。 

 ・競争参加資格確認申請書受付票（競争参加資格確認申請書の受付処理後に発行） 

  ・競争参加資格確認通知書（競争参加資格確認申請書締切後に発行） 

  ・入札書受付票（入札書の受付処理後に発行） 

  ・入札締切通知書（入札書提出締切後に発行） 

  ・保留通知書（開札後に発行） 
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  ・落札者決定通知書（落札者決定後に発行） 

 

 ※ 競争参加資格確認申請や入札書の提出については、提出期間が決まっているので入

札公告で確認のうえ、期日に遅れないように提出すること。 

 

４ 上記添付ファイルを提出する場合の注意事項 

  上記２の添付ファイルを提出する場合は、以下の点に注意すること。 

 （１）添付ファイルを提出する前に、必ず最新バージョンのウイルスチェックソフトで

ウイルスチェックを行った上で提出すること。 

 （２）添付ファイルの形式及びバージョンについては、以下のとおりとする。 

    なお、ファイルの容量が大きい場合や数が多い場合はＬＺＨ、ＺＩＰ形式の圧縮

ファイルでの提出も可能とする。 

（添付ファイルとして使用するソフトウェア） 

 ・MicrosoftWord 

 ・MicrosoftExcel 

 ・PDFﾌｧｲﾙ 

 ・一太郎 

 ・圧縮ファイル（LZHまたはZIPﾌｧｲﾙ） 

 （３）添付ファイルの名称は、①会社の所在地※（本社・本店がある「市町村名」また

は「都道府県名」） ＋ ②会社名の略称 合わせて１０文字以内とすること。 

なお、「株式会社」や「有限会社」等の法人の組織名は省略すること。 

  （※）ファイル名称例 

    【県内企業】 会社名：○○建設株式会社 の場合 

            本社の所在地：福島市  

             → ファイル名：（福島市）○○建設 

    【県外企業】 会社名：株式会社○○興業福島支店 の場合 

            本社の所在地：東京都港区 

            支店の所在地：福島市 

             → ファイル名：（東京都）○○興業 

また、県内に受任先がある場合であっても、会社の所在地は「本社・本店の所在

地」がある市町村名又は都道府県名とする。 

 

５ 添付ファイルが送信できない場合の取り扱い 

（１） 技術提案書のファイルの容量が合計３ＭＢを超える場合は、様式第１号のみ添付 

するものとする。 

 （２）（１）の場合における様式第１号以外の技術提案書については、県が指定する入

札参加受付期限までに到達するよう、入札執行機関へ連絡の上、持参、郵送又は電

子メールのうち、入札執行機関が指定するいずれかの方法により提出するものとす

る。 

 （３）郵送により送付する場合には、封筒の表に次の内容を記載すること。 
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   ア 入札参加者の商号又は名称 

   イ 工事（業務）番号 

   ウ 工事（業務）名 

   エ 「電子入札技術提案書在中」との朱書き 

 （４）電子メールにより送付する場合には、上記（３）アからエまでの内容を電子メー

ル本文に記載のうえ、提出するファイルを送信すること。 

 

６ 落札候補者の入札参加資格要件等審査における書類の提出について 

   開札後、落札候補者への連絡は別途電話等で行う。 

   落札候補者は、資格等確認書類を指定期日までに入札執行機関へ提出すること。 

   なお、電子入札システムにより提出することはできないので注意すること。 
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総合評価方式の電子入札システム上の流れ 

（測量等委託業務） 

 

 

 入札参加者  

   

競争参加資格確認申請書の提出 

（技術提案書を添付する） 

   

 競争参加資格確認申請書

受付票の確認 

 

   

 競争参加資格確認通知書

の確認 

 

   

入札書の提出 

※ 内訳書に代えて、任意のファイル（ダミー）を

添付すること。（システムの設定上必要） 

   

 入札書受付票の確認  

   

 入札締切通知書の確認  

   

 
（ 開 札 ） 

 

   

 保留通知書の確認  

   

 （資格審査） 
※落札候補者のみ 

 

   

 落札者決定通知書の確認  

 


